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「かながわ子どもみらいプラン」の中間年の見直しについて 

 

 

１ 「かながわ子どもみらいプラン」の概要 

 ・ 計画期間：平成 27年度～31年度までの５年間 

 ・ 位置づけ：子ども・子育て支援法に基づく県子ども・子育て支援事業支援計画（法定計

画）と次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画（任意計画）の位置づ

けを併せ持つ計画 

 ・ 施策体系：別紙（３ページ）のとおり 

 

 

２ 中間年の見直しについて 

 (1) 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支

援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 26年内閣府告示第 159号） 

   ・ 市町村子ども・子育て支援事業計画に定めた「量の見込み」と実際の支給認定者数が

大きく乖離している場合には、適切な基盤整備を行うため、計画期間の中間年を目安

として、必要な場合には市町村計画の見直しを行うこと。 

   ・ 都道府県においては、市町村計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には都道府

県計画の見直しを行うこと。 

 

   ⇒ 県内市町村の多くが、「量の見込み」と支給認定者数の乖離等を理由に、今年度中に

市町村子ども・子育て支援事業計画を見直す予定。 

 

 

 (2) かながわ子どもみらいプラン 平成 27年度 点検・評価結果報告書（平成 29年１月） 

  ＜報告書抜粋＞ 

  (4) 点検・評価結果に伴うかながわ子どもみらいプランの見直しについて 

    「教育・保育の需給計画」に関しては、県内の一部の市町村において、計画策定時の人

口推計と実績値に差異が生じていること等から計画の見直し又は見直しの検討に着手し

ている。 

    また、「幼稚園教諭、保育士及び子育て支援事業に従事する者等の確保」に関しては、

保育士について、実績が必要見込み人数（計画値）を上回った状況等も生じている。 

    こうした状況を踏まえ、今後、市町村計画の見直し状況や、子ども・子育て支援施策に

おける国や県の施策の状況等も踏まえて、市町村と連携しながら、計画の中間年である

平成 29年度に計画の見直しを行う必要がある。 

 

  

資料５ 
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３ 中間年の見直しの基本的な考え方（案） 

 (1) 見直しの対象 

 具体的な 

見直し項目 

プラン上の位置づけ 

（個別施策） 
見直しの方向性 

所管会議 

（部会） 

ア 
幼児期の教育・保育 

の需給計画 

幼児期の教育・保育

の提供体制の確保 

市町村計画の見直し状況

を踏まえて見直しを行う。 

計画フレーム 

専門部会 

イ 

幼稚園教諭、保育士、 

保育教諭等幼児教

育・保育に従事する

人材の必要見込み数 

幼稚園教諭、保育士

及び子育て支援事

業に従事する者等

の確保・質の向上 

保育士等の実績値が計画

値を上回った状況が生じ

ていることや上記「ア」の

見直し状況を踏まえて見

直しを行う。 

子育て支援人

材・情報専門

部会 

ウ 

「ア」「イ」以外の 

個別施策 

（主な取組み事業） 

－ 

プラン策定（平成 27 年３

月）後、新たに実施してい

る県の施策・事業がある場

合や状況の変化など、現行

の記載内容を変更する必

要がある場合に、追加・修

正等を行う。 

県子ども・青

少年みらい本

部 子ども・

子育て支援推

進部会 

エ 

計画の施策展開の 

方向性に沿って目 

標を設定した項目 

（目標設置項目） 

－ 

上記「ア」～「ウ」の見直

し状況等を踏まえて、項目

の追加や修正等の見直し

を行う。 

 

 (2) 見直しのスケジュール 

時期 内容 

H29.10～11 

○ 見直し（素案）の作成 

⇒ 県子ども・青少年みらい本部の開催 

⇒ 県子ども・子育て会議の開催 

H29.12 ○ 見直し（素案）を県議会へ報告 

H30.1 ○ 見直し（素案）をパブリック・コメント 

H30.2 

○ 見直し（案）の作成 

 ⇒ 県子ども・青少年みらい本部の開催 

 ⇒ 県子ども・子育て会議の開催 

○ 見直し（案）を県議会へ報告 

H30.3 ○ 見直し作業終了 
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【参考：かながわ子どもみらいプランの施策体系】 

 

基本理念
めざす
将来像

基本目標
基本的視点

「３つの力」
重点施策

１　子どもの「生きる力」をはぐく
      む教育の充実

２　子どもの育ちと学びに対する支援

３　若者の自立支援

１  幼児期の教育・保育等の提供体制
     の充実

２  特別な配慮が必要な子ども・
     家庭への支援

３　地域における子育て力の向上

４　子どもや親の健康の増進

５　子育てしやすく、安全・安心な
　　環境づくりの推進

１　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目
      ない支援の推進

２　社会全体による子ども・子育て
      支援のための基盤づくり

３　仕事と生活の調和（ワーク・
      ライフ・バランス）の推進

 

個別施策

　
　
　
　
　
　
○
す
べ
て
の
子
ど
も
が
、

自
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
能
力
を
伸
ば
し
て
健
や
か
に
成
長
で
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
○
す
べ
て
の
保
護
者
が
子
育
て
に
喜
び
や
生
き
が
い
を
感
じ
、

安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

子
ど
も
が
心
豊
か
に
い
き
い
き
と
自
分
ら
し
さ
や

可
能
性
を
伸
ば
せ
る
社
会

め
ざ
す
将
来
像
の
実
現
の
た
め
「
子
ど
も
が

生
き
る
力
」
「
保
護
者
等
が

育
て
る
力
」
「
社
会
全
体
が

支
え
る
力
」

の
「

３
つ
の
力
」

を
充
実
強
化
し
ま
す
。

１「子どもが
　 生きる力」
   を伸ばすために

1 社会性の基盤づくりを担う教育の
   充実

2 「確かな学力」の向上とこれからの
   社会に対応する力の育成

3 健やかな体と体力つくりの推進

1 教育費等負担の軽減

2 生活困窮世帯の子どもの健全育成
　に対する支援

1 若者の自立に向けた支援

２「保護者等が
　 育てる力」
   を強化する
    ために

1 幼児期の教育・保育の提供体制
   の確保

2 幼稚園教諭、保育士及び子育て
   支援事業に従事する者等の確保
　・質の向上

3 教育・保育情報の公表

5 障害のある子どもへの教育の充実

1 多様なニーズに応じた地域子ども・
　子育て支援の充実

2 小学生の放課後対策の充実

3 地域力の向上及び地域団体等への支援

4 子どもの健全育成と立ち直り支援

2 仕事と子育ての両立のための基盤
   整備

５ 外国籍県民等の子育て支援の充実

す
べ
て
の
子
ど
も
の
育
ち
や
子
育
て
家
庭
を
み
ん
な
で
応
援
す

る
社
会

1 乳幼児や妊産婦の健康の確保及び不妊に
　悩む方に対する支援の充実

2 小児医療の充実

3 学童期・思春期から成人期に向けた
   保健対策の充実

4 子どものたばこ対策及び飲酒・薬物
   乱用防止対策の推進

1 子育てに配慮した公共施設・交通環境
   の整備等

2 子育てに配慮した住宅施策

3 子どもの交通安全を確保するための
　活動の推進

4 子どもを犯罪から守るための活動等
　の推進

子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る

社
会

1 児童虐待防止対策の充実

2 社会的養護体制の充実

3 ひとり親家庭等自立支援の推進

4 障害のある子どもへの支援の充実

5 子どもを災害から守るための施策

３「社会全体が
　 支える力」
   を大きくする
    ために

1 ライフステージに応じたきめ細かな
   支援

1 子育て支援推進の機運の醸成

1 ワーク・ライフ・バランスを実現
  する働き方の見直し

※「保護者等が育てる力」「社会全体が支える力」の施策は、

「子どもが生きる力」にも関連した施策となっています。

子ども・子育て支援法 支援事業支援計画必須記載項目


